
各務原（県） －

低層住宅地

一般住宅の外工務店
等も介在する住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 150 100 100 低層住宅敷地

-

１住居
(60,200)

航空機産業等が比較的堅調、高齢化率微増、人口・土地取引件数
共横這い傾向。地価は下落幅が縮小傾向、一部地域は横這い基調
で推移。

既成住宅地域であり、地縁的選好性が認められる。

個別的要因の変動は認められない。

戸建住宅目的の取引が主で、節税目的や遊休地を活用した共同住宅、賃貸マンション等が散見されるが、周辺地域を含め賃
貸住宅が供給過剰で元本に見合う賃料水準が形成されておらず更に画地規模等から賃貸建物も適正規模を想定することが出
来なかった。取引の中心は自用目的であり、したがって、比準価格を標準に、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を
上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ３

旧来からの一般住宅が建ち並ぶ中に撚糸関連の家内工場等も介在するが、今後は住宅地として純化する地域と予測される。
地価は今後やや下落幅が縮小すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

木曽川駅
北東 6km

木曽川
6km

(8)

北5.6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位北、５．
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先1 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

各務原市川島松倉町字河原屋敷１５８１番１外

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

38,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.4

-0.1

+7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

41,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

107.3 ］

97.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 4日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

10,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 38,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

31,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、各務原市川島地区のほぼ全域と隣接する笠松町・岐南町の東部及び一宮市・江南市北部の住宅地域で、需要
者は名古屋方面への通勤者のほか各務原市や一宮市・岐阜市の事業所への通勤者を中心とした層が想定される。最多価格帯
は、更地で８００万円～１２００万円、土地建物一体で２５００万円～３０００万円程度と推定される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

水　野　　恩







各務原（県） －

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い住宅団地（緑苑団
地）

10

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 20 100 戸建住宅地

-

１低専
(50,80)

航空機産業等が比較的堅調、高齢化率微増、人口・土地取引件数
共横這い傾向。地価は下落幅が縮小傾向、一部地域は横這い基調
で推移。

通勤に便利な大型住宅団地である。駅に近く、平坦な地域が特に
人気が高い。

特にない。

基準地近隣は、規模が６０坪から７０坪程度の画地が多い大型住宅団地（緑苑団地）である。戸建ての賃貸借市場が未成熟
の地域でおり、やむを得ず収益価格の試算を断念した。自用目的の取引が中心であり、快適性や利便性を重視する住宅地域
であるので、比準価格を標準とし、指定基準地等との比較検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

住環境良好な大型住宅団地である。ほぼ熟成しており、今後も安定的に推移するものと予測される。愛知県への通勤者等の
需要が多く、高齢化も進んでおり、地価も下落傾向が見受けられる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 56,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

鵜沼駅
北 1.9km

鵜沼
1.9km

(8)

北6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先4 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

217

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 17.0 ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

55,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.1％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

各務原市緑苑南１丁目６２番

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

55,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+25.2

-4.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

68,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

122.6 ］

99.9［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 4日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

12,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 55,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

45,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として鵜沼地区北部の丘陵地に開発された大型住宅団地群である。需要者の中心は、各務原市内を主体に
周辺市町、名古屋市周辺に就労する勤労者が主体と推定される。ほぽ熟成した団地で人気はあるが供給は限られている。市
場の中心となる価格帯は、更地６０坪程度で１２百万円程度、戸建住宅で、３０００万円から４０００万円程度と推定され
る。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

水　野　　恩

















各務原（県） －

戸建住宅地

農家住宅と一般住宅
の混在する農家集落
地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 200 300 200 戸建住宅地

-

｢調区｣
(60,188)

航空機産業等が比較的堅調、高齢化率微増、人口・土地取引件数
共横這い傾向。地価は下落幅が縮小傾向、一部地域は横這い基調
で推移。

公法上の規制の強さから、あまり大きな変化は見られない。

特にない。

比較的広範囲に規範性のある取引事例を選択して試算した比準価格を重視するとともに、規範性の高い標準地との検討を行
ったうえで、今後の地価動向予測も踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。なお、収益価格は厳しい公法上の規制下で
賃貸物件の想定は困難なため適用を断念した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの農家住宅が建ち並ぶ地域であり、公法上の規制からも今後特に大きな変化は見込めない。地価は今後も下落基調
で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 28,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

各務原線苧ケ瀬駅
南 2.2km

苧ケ瀬
2.2km

(8)

南4.7m市道

｢調区｣
(60,200)

（その他）　　　　
(60,188)

特記すべき事項はない 基準方位北、４．
７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先12 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

522

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 30.0 ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.1％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

各務原市鵜沼大伊木町５丁目９２番

+1.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

28,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.6

-1.9

+25.5

+17.6

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

41,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

147.1 ］

97.6［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 4日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

14,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、各務原市東部の鵜沼地区を中心に鵜沼・蘇原地区を中心に市内全域の市街化調整区域内の住宅地域で、市場
参加者は地縁的選好性が高い農家の２、３男の住宅用地のほか、旧既存宅地等を求める勤労者層か公共公益施設を目的とし
た需要者に限定される。最多価格帯は、旧既存宅地の住宅地の場合、更地で７００万～９００万円、土地建物一体で２２０
０万～２４００万円と推定される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

水　野　　恩





各務原（県） －

店舗併用共同住宅地

中・低層各種小売店
舗、飲食店ビル等が
並ぶ駅前の商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北35 20 150 100 店舗併用住宅地

5

-

商業
(80,400)

準防

航空機産業等が比較的堅調、高齢化率微増、人口・土地取引件数
共横這い傾向。地価は下落幅が縮小傾向、一部地域は横這い基調
で推移。

既成の駅前商業地域であるが、大規模量販店「イオン」の進出に
より顧客の分散化が見られる。

個別的要因の変動は認められない。

比準価格は、市内の商業地域の事例は（需要も含め）、極めて僅少であり、やや古い事例・遠方の事例も採用した。取引事
例から規範性のあるものを選択して求めたもので、信頼のおける試算価格である。店舗・事務所兼共同住宅の賃貸を前提に
して求めた収益価格は、想定要因が多いため比準価格を重視し収益価格をも勘案し、規範性のある標準地との検討も踏まえ
、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼住宅
ＲＣ５

既成の駅前商業地としてほぼ現状のまま推移すると予測される。地価水準は、商業地としての需要は限定的であり、住宅地
とのバランスから下げ止まりに近づくと思われる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 74,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

74,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.5

+6.7

+7.0

-4.8

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

那加駅
南 170m

那加
170m

(8)

東16m市道

商業
(80,400)

準防

（その他）　　　　

特記すべき事項はない １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先1 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

227

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

76,200 円／㎡

46,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

80,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3％ ％

108.1 ］

99.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

各務原市那加本町１０番外

ない

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 4日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

16,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 74,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

60,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、那加・六軒・名電各務原の各駅前商店街のほか、国道２１号・いちょう通りなどの路線沿いの商業地域と判
断する。需要者層は地元の店舗経営者、テナントビルオーナー、チェーン店を展開する店舗経営者等であるが店舗用地とし
ての需要は少ない。最多価格帯は、規模にもよるが更地の場合は２０００万円～３０００万円、土地・既設建物一体で３０
００万円～４０００万円程度と推定される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

水　野　　恩



各務原（県） －

低層店舗地

低層店舗が建ち並ぶ
国道沿いの路線商業
地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北350 280 80 50 低層店舗地

5

-

近商
(90,200)

航空機産業等が比較的堅調、高齢化率微増、人口・土地取引件数
共横這い傾向。地価は下落幅が縮小傾向、一部地域は横這い基調
で推移。

殆どが、借地又は借家であるが、店舗の入れ替えも目立ち、賃料
の値下げ圧力は強い。

特にない。

既述の通り幹線道路沿いの取引事例は極めて僅少で、取引事例は広範囲かつやや古いものも収集したが概ねバランスが取れ
た価格が求め得た。収益価格は、近隣地域が店舗の一棟貸しが多く、業種、業態によるバラツキが多くやや規範性に欠ける
。以上から比準価格を標準とし、収益価格を関連づけ、類似の指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおりと
決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

各務原市東部の、沿道サービス業を中心とする熟成した路線商業地域である。背後に大規模住宅団地を控え、比較的安定的
な需要が見られる。地価は下げ止まり基調にあると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 76,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

鵜沼宿駅
北西 450m

鵜沼宿
450m

(8)

南25m国道､
背面道

近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

特にない ２５ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先2 岐阜県 所属
分科会名

東分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,143

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 50.0 ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

77,500 円／㎡

24,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.7％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

各務原市鵜沼西町１丁目４２０番１

+2.0二方路

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

76,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.7

-4.4

+2.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

74,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

99.6 ］

99.7［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 4日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

86,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 76,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

65,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、各務原市全域の幹線道路沿い地域である。当該国道２１号沿い地域は、国道を利用する顧客だけでな
く、背後に多くの住宅団地を控えており、これらの顧客を対象とした飲食店舗等も多く見られ一定の需要が見込まれる。ま
た、土地改良事業が施行されており、画地も整然としており、中小規模の店舗の進出も比較的容易である。取引は、定期借
地、保証金方式による建物賃貸が中心で、売買は低調である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

水　野　　恩






